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発明の名称を「水晶発振器と水晶発振器の製造方法」とする特許第４０７４９３５号の

無効審判請求不成立審決について，訂正を認めた審決の判断には誤りがあるとして審決を

取り消した事案。 

 

 

（関連条文）特許法１３４条の２第１項ただし書及び同条９項が準用する同法１２６条５項 

 

訂正事項１及び２は，本件特許発明の構成に，「中立線を残してその両側に，前記中立線

を含めた部分幅が０．０５ｍｍより小さく，各々の溝の幅が０．０４ｍｍより小さくなるよ

うに溝が形成された場合において，基本波モード振動の容量比ｒ１が２次高調波モード振動

の容量比ｒ２より小さく，かつ，基本波モードのフイガーオブメリットＭ１が高調波モード

振動のフイガーオブメリットＭｎより大きい」という事項（以下「本件追加事項」という。）

を追加するものである。したがって，訂正事項１及び２の追加が「願書に添付した明細書，

特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において」したものといえるためには，本

件追加事項の追加が，「願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の

範囲内において」したものといえること，すなわち，本件特許明細書等の全ての記載を総合

することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないもの

であることが必要である。  

審決は，要旨，当業者が，【００４１】と【００４３】の記載に接すれば，【００４１】

に記載されている構成と，【００４３】に記載されている構成の，両方の構成を有する態様

については明示的な記載がなくても，両方の構成を有する態様に想到するから，両方の構成

を有する態様である本件追加事項は本件特許明細書に記載されているに等しいとして，訂正

事項１及び２の追加は適法であると判断している。  

しかし，上記【００４１】と【００４３】の各記載に係る構成の態様は，それぞれ独立し

たものであるから，そこに記載されているのは，各々独立した技術的事項であって，これら

の記載を併せて，本件追加事項が記載されているということはできない。また，その他，本

件特許明細書等の全てにおいても，本件追加事項について記載はないし，本件追加事項が自

明の技術的事項であるということもできない。したがって，本件追加事項の追加は，本件特

許明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新た

な技術的事項を導入するものというべきである。  

よって，訂正事項１及び２の追加は，「願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面

に記載した事項の範囲内において」したものということはできないから，訂正事項１及び２

の追加を認めた審決は違法であり，取消しを免れない。 


